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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表面から突出する少なくとも１つの断面変形を、レーザによって、少なくとも１枚の塗
装金属板の少なくとも１つの側の表面上に生成する塗装金属板のレーザ加工法において、
　レーザビームを、塗装金属板の表面上で円周を描くように動かすことによって、前記少
なくとも１つの断面変形を生成し、該断面変形はその頂部において球面形状をなし、該頂
部の球面形状の半径が、断面変形の高さよりも大きな値を有するように生成し、該高さは
、断面変形の底部部分における金属板の窪みの最深部から断面変形の端部までの距離とし
て測定されることを特徴とするレーザ加工法。
【請求項２】
　前記金属板が高張力鋼であることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記レーザビームは、前記少なくとも１つの断面変形を生成する際に、レーザビームの
出力及びレーザビームの速度が変化するように制御されることを特徴とする請求項１又は
２に記載の方法。
【請求項４】
　前記少なくとも１つの断面変形を生成する際に、前記レーザビームの焦点を前記表面に
合わせないことを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載の方法。
【請求項５】
　前記レーザビームが、前記少なくとも１つの断面変形を生成する際に、楕円、又はフェ
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ルマー螺旋の図形に沿って動くことを特徴とする請求項１～４のいずれか１項に記載の方
法。
【請求項６】
　さらに、少なくとも１枚の金属板を、前記少なくとも１つの断面変形が生成された前記
塗装金属板に、前記少なくとも１つの断面変形がこれら少なくとも２枚の金属板の間に間
隙を形成するように接触させ、これら少なくとも２枚の金属板を、溶接によって発生する
気化生成物が前記間隙を通って漏出し得るように、該間隙の形成された領域において相互
に溶接すること、を特徴とする請求項１～５のいずれか１項に記載の方法。
【請求項７】
　前記断面変形は複数生成され、前記少なくとも２枚の金属板を溶接する際、該溶接によ
る溶接線が少なくともいくつかの断面変形の上を通過するように溶接することを特徴とす
る請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　表面から突出する少なくとも１つの断面変形が、レーザによって、少なくとも１つの側
の表面上に生成された塗装金属板において、　レーザビームを、塗装金属板の表面上で円
周を描くように動かすことによって、該断面変形はその頂部において球面形状をなし、該
頂部の球面形状の半径が、該断面変形の高さよりも大きな値を有するように生成され、
該高さは、該断面変形の底部部分における該金属板の窪みの最深部から該断面変形の端部
までの距離として測定されることを特徴とする塗装金属板。
【請求項９】
　前記半径と前記断面変形の高さが少なくとも２：１の比を有することを特徴とする請求
項８に記載の塗装金属板。
【請求項１０】
　前記塗装金属板が高張力鋼であることを特徴とする請求項８又は９に記載の塗装金属板
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、請求項１の前段部分に記載の塗装金属板のレーザ加工法と、請求項８又は１
０の前段部分に記載の塗装金属板とに関する。この一般的な種類の方法及び金属板は特許
文献１から既に知られている。
【背景技術】
【０００２】
　多くの塗装金属板の場合、特に自動車工業において用いられる電気亜鉛めっき金属板又
は亜鉛引き金属板の場合、塗装材料は金属板材料の融点よりも遥かに低い融点を有してい
る。このため、この種の金属板をレーザ溶接する際、重ね合わせ接合部に塗装材料の爆発
的な気化が生起する可能性があり、これは接合品質を大きく損なう。
【０００３】
　この接合品質を改善するため、気化した塗装材料が漏出し得るように、金属板の間に狭
い間隙を形成するスペーサを用いる方式が既に提案されている。特許文献２によれば、表
面にレーザ照射することによって適切なクレータ状のスペーサを生成することができる。
特許文献１によれば、パルス化されたレーザビームを用いて、瘤状のスペーサを作ること
ができる。スペーサの幾何学的形状を変化させる可能性については開示されていない。
【０００４】
　これら先行技術の基本的な欠点は、この方法で生成されるスペーサがどちらかといえば
点に近いことである。その結果、スペーサが―印加する力に応じて―比較的容易に隣接す
る金属板の中に侵入したり、あるいはそれ自体が変形したりして、金属板の間隔に好まし
くない偏りが生じる。薄い金属板の場合には、瘤状のスペーサが、スペーサを挟む金属板
の反対側の面に盛り上がったような印象を与える可能性がある。
【０００５】
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【特許文献１】独国特許出願公開第　４４　０７　１９０　Ａ１号明細書
【特許文献２】特開平１１－４７９６７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明の課題は、金属板の間隔設定における偏差をスペーサの形状の適正化によって減
少させることにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、提案する方法及び適切な金属板に関して、請求項１の特徴部分と請求項８の
特徴部分とに開示されている。これ以外の請求項は、本発明の方法（請求項２～６）と金
属板（請求項９，１０）との有利な実施形態及び他の発展形態を述べている。
【０００８】
　提案する方法に関しては、本発明の課題は、少なくとも１枚の塗装金属板の少なくとも
１つの面に、本発明に従って、レーザによって、表面から突出する少なくとも１つの断面
変形（断層変形）を生成することによって解決される。この場合、レーザビームを、塗装
金属板の表面上で円周を描くように動かすことによって、少なくとも１つの断面変形を生
成する。
【０００９】
　この構成法の利点は、レーザビームの動きが溶融物の相互作用領域の範囲内で生起する
ので、加熱によって誘起される混合に加えて、その動きが溶融物を活性化してほとんど攪
拌に近い作用を及ぼす点にある。この結果、得られる断面変形は、その頂部において一層
「球面」形状のものとなり、断面変形の高さよりも大きな頂部半径を呈することになる。
この形式の断面変形は、スペーサとして先行技術のものより遥かに適している。球面形状
であるために、反対側の金属板の中に押入したり、あるいはそれ自体変形したりする可能
性が低く、従って金属板の間隔に好ましくない偏差がほとんど生じないからである。これ
以外にも、薄い金属板の場合でも、断面変形によって、間隔を挟む金属板の反対側の面に
押圧の印影が生じることはない。さらに、本発明の方法によって生成された断面変形を備
えた塗装金属板は、先行技術の方法によって作られるものに比べてより高い耐腐食性を有
する。一方では、球面状の頂部は間隔を挟んで配置される金属板の中に侵入する可能性が
低く、従ってその塗装を損傷することもほとんどないかあるいは全くない。他方、突出す
る断面変形の材料は金属板の凹み部分から形成されるが、この凹み部分の形状は、先行技
術の方法によって作られるものよりも基本的に遥かに平坦であり、従って水分を滞留させ
る傾向も小さい（低毛管効果）。
【００１０】
　レーザビームを、走査装置によって表面上に導くことが特に望ましい。走査装置は、特
に急速かつ柔軟なビームの屈折装置、例えばミラー装置（少なくとも１つ又は複数個の操
作制御可能な回転ミラーを含む）あるいは又音響光学的変調器である。
【００１１】
　特開平１１－４７９６７号公報に提案されている方法に比べた場合の本発明の大きな利
点は、走査装置が金属板の表面に対して均等に動き、それによって、走査装置がレーザビ
ームを短い処理時間だけ処理表面域上に照射し、続いてきわめて急速に別の処理表面域に
移っていくという点にある。これによって、レーザビームの位置決めに必要な時間はほと
んど完全に不要になり、その結果、レーザ装置の利用度を非常に高めることができる。こ
れに対して、例えば特開平１１－４７９６７号公報に用いられる装置のような従来型のレ
ーザ装置の場合には、レーザビームが固定のレンズ系によって処理表面に照射される。別
の処理表面域に移るためには、レンズ系を構成部品に対して移動しなければならず、この
移動時間の間はレーザのスイッチを切らなければならない。本発明の場合は、さらに、断
面変形の形態及び配置を、レーザ走査器の処理領域内で自由にプログラムすることができ
る。固定のレンズ系に比較して、レーザ走査器は、個別の各断面変形に対して再位置決め
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する必要がなく、むしろ、断面変形の間の光学経路に沿って有利に動かすことができる。
この違いは、処理時間の非常に大きな差異を生み出す。すなわち、レーザ走査器を用いる
と、約０．３秒で３０個の適切な断面変形を生成することが可能であるが、従来型の装置
の場合は、約１０倍の処理時間を要する上に、さらに動きの可能な径路に関しても大幅な
制約を受けるのである。然るに、走査装置の場合は、これに対して、ビームを、本発明の
あらゆる動きの径路に沿って容易かつきわめて迅速に操作することができる。
【００１２】
　本発明の方法の１つの有利な実施形態においては、少なくとも１枚の金属板が高張力鋼
である。この高張力鋼という用語は、＞３５０ＭＰａの引張強さを有する鋼、特に、ＴＲ
ＩＰ鋼及び二相鋼（例えばＴＲＩＰ７００、ＤＰ６００）を指している。試験の結果、先
行技術の方法によっては、この種の高張力鋼にスペーサとして有効な断面変形を形成する
ことは不可能であることが判明した。しかし、本発明の方法によればこれが可能になるの
である。
【００１３】
　本発明の方法の他の有利な実施形態においては、レーザビームを、その出力及び／又は
速度変化に関して不連続に制御する。すなわち、ビームの出力及び／又はビームを導く速
度は全処理時間中一定ではなく、少なくとも２つの異なる値を有する。例えば、レーザビ
ームの出力は、断面変形を生成する動きの当初には高められ、終期には低くされる。その
代わりに、処理中心の近傍における速度は、周辺部よりも低く制御される。金属板のレー
ザ処理をこのように変化させることによって、断面変形の幾何学的形状の違いを制御し得
る結果も得られる。
【００１４】
　本発明の方法の１つの有利な実施形態においては、レーザビームの焦点を表面に合わせ
ない。焦点は、レーザの照明面積が焦点面積を少なくとも５０％だけ、好ましくは２００
％だけ超過するように、被処理金属板の表面から離して位置させることが好ましい。この
ように表面加熱すると、塗装及び金属板の溶融過程が均質化され、適切な断面変形の形成
が促進される。
【００１５】
　本発明の方法のさらに他の１つの有利な実施形態においては、レーザビームの動きが、
楕円、ロゼット形状、又はフェルマー螺旋の図形を描く。この最後の図形は、次の極方程
式（１）、すなわち、
　　ｒ２＝ａ２θ　　　　　　　　（１）
（但し式中、ｒ＝半径、θ＝極角度、ａ＝定数）によって記述される。レーザビームをこ
のような図形に沿って導くと、結果的に適切な「球面」形状の断面変形が得られるという
点で有利である。
【００１６】
　本発明の方法のさらに他の１つの有利な実施形態においては、レーザビームが、少なく
とも１つの断面変形を、少なくとも１枚の金属板の反対側の面に生成する。これは、レー
ザビームがこの金属板をその処理表面域の領域において溶融貫通することによって行われ
る。このために、溶融貫通するまでの十分な処理時間がプログラムされるか、あるいは、
処理時間を制御する貫通センサが設けられる。この実施形態によって、複数の金属板を合
わせて溶接する場合に、加工工程をさらに加速させることが可能になる。特開平１１－４
７９６７号公報による方法においては、最初に１枚の金属板の面を出して、この金属板に
断面変形を加工導入し、その後、別の金属板を持ってきて最初の金属板に重ね合わせ、次
いで両者を一緒に押圧して、溶接する。しかし、両金属板を互いに対して押圧することな
く重ね合わせることはさらに有利である。一緒に押圧することがないので、ほとんどの用
途に対して十分な金属板間の最少間隙が残存する。しかし、これは適切な位置決め装置に
よっても実現することができる。本発明による方法のこの有利な実施形態においては、そ
の後、１枚の金属板又は両金属板を貫通して断面変形を加工導入し、引き続いて、その金
属板を一緒に押圧して相互に溶接する。断面変形の生成に用いる利用可能な走査装置の高
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速性を考慮すると、位置決め過程における節約が大幅な時間の節減を意味している。
【００１７】
　本発明の方法のさらに他の１つの有利な実施形態においては、少なくとも１枚の追加的
な金属板を、少なくとも１つの突出した断面変形が少なくとも２枚の金属板の間に間隙を
形成するように、かつ、少なくとも２枚の金属板を少なくとも１つの間隙の領域において
相互に溶接するように、少なくとも１枚の塗装金属板と接触させる。この溶接は、溶接中
に発生する気化生成物が少なくとも１つの間隙を通って漏出し得るように行われる。気化
生成物の漏出が可能であるので、溶接線の十分に高度な品質が確保される。
【００１８】
　本発明の方法のもう１つ他の有利な実施形態においては、少なくとも２枚の金属板を、
溶接の継手が、結果的に、先行して生成された少なくとも１つの断面変形の上に少なくと
も部分的に溶接されるように相互に溶接する。
【００１９】
　この種の断面変形のそれぞれは塗装の損傷を表している。というのは、レーザ照射の結
果として塗装が気化し、金属板の母材が残っているからである。自動車の製造においては
、特に亜鉛の塗装（電気めっき）が腐食防止に役立っている。塗装の損傷はそれぞれ腐食
の核となることを意味する場合がある。しかし、溶接線もこの種の損傷を意味するが、接
合をなくすわけにはいかない。溶接線を断面変形の上に走らせて、少なくとも部分的にこ
れと置き換えることによって、可能性のある腐食の核の数を減らすことができ、これによ
って腐食の危険性が低減する。後続の防食処理のために、特に電気亜鉛めっきのために、
断面変形の形状は決定的に重要である。本発明によれば、なだらかな輪郭の山の頂点が形
成され、特開平１１－４７９６７号公報によれば、クレータが形成される。山の頂点は、
同量の材料によって形成されるクレータよりも表面積が小さく、従って、腐食に曝される
面積も小さくなる。さらに、山の頂点は、接合金属板の場合にもすべての側面から電気め
っきすることが可能であるが、クレータはその上に載せられる金属板によってカバーされ
てしまうので内側を電気めっきすることができない。金属板接合後のクレータの内部には
湿気が残留し得ることになり、断面変形が腐食の核になる。
【００２０】
　製造されるべき金属板に関する課題は、本発明に従って、金属板に、表面から突出する
少なくとも１つの断面変形であって、その先端の半径がその断面変形の高さよりも大きい
ような断面変形を形成することによって解決される。この場合、この高さは、断面変形の
先端と、突出する断面変形の材料の供給源となった金属板の窪み部分の最も低い点との間
の高さの差として定義される。
【００２１】
　この種類の断面変形は上記の利点を有している。
【００２２】
　本発明による金属板のもう１つの有利な実施形態においては、先端の半径と断面変形の
高さとが、少なくとも２対１の関係を有している。これによって、強い「球面性」が得ら
れ、上記の利点が強化される。
【００２３】
　本発明による金属板の代替的又は補足的な実施形態においては、金属板が同様に表面か
ら突出する断面変形を有しているが、この金属板が高張力鋼製である点が異なっている。
【００２４】
　テストの結果、先行技術の方法によっては、スペーサとして有効な断面変形を生成する
ことが不可能であるが、レーザビームを動かす本発明の方法を用いると、このスペーサを
生成し得ることが判明している。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２５】
　次に、本発明による方法及び金属板を、５つの実施例に基づいて詳しく説明したい。
【００２６】
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　図は、本発明によって生成された断面変形を、概略的に非縮尺方式で示している。この
断面変形の先端は「球面状」に形成されており、断面変形の高さ（ｈ）よりも大きな先端
半径（頂点半径）（ｒ）を有している。図には塗装は示されていない。この図はレーザビ
ームの処理領域を示すだけのものであり、この領域においては、塗装は、断面変形の生成
中に既に気化してしまっているからである。
【００２７】
　第１の実施例においては、厚さ０．８ｍｍの電気亜鉛めっき鋼板の金属板を処理した。
走査装置をその上に均等に移動させて、レーザビームを順次複数の処理表面域に導く。走
査装置は２次元の回動可能なコンピュータ制御のミラー装置から構成される。走査装置は
金属板の表面から約３２０ｍｍの位置に配置し、レーザの焦点を表面上約２０ｍｍに合わ
せた。走査装置は、レーザビームを、１．２５ｍ／ｍｉｎの処理速度で処理表面域に導く
。実際の処理表面域に到達する直前の最後の数ミクロンの位置で、レーザの出力を、５ｍ
ｓの時間以内に３．５ｋＷの処理出力に増大する。その後、走査装置は、レーザビームを
、断面変形を生成するために塗装金属板の表面上で円周を描くように動かす。この円周の
直径は０．１２ｍｍであり、処理には２４ｍｓ必要である。円周径路を描き終わると、走
査装置は、レーザビームを、次の処理表面域に移動させる。実際の処理表面域から離脱す
ると、レーザの出力を、５ｍｓの時間以内に再度予備設定された値に低下させる。溶融物
の相互作用領域内部におけるレーザビームの円周状の動きによって、すなわち、横方向及
び縦方向の成分を有する動きによって、溶融物は、加熱によって誘起される混合に加えて
、補足的に活性化されあるいはほとんど攪拌される。この結果得られる断面変形は、その
先端がより一層「球面化」する、すなわち、断面変形の高さ（１４０μｍ）よりも大きな
先端半径を有する形態を呈する。この形態は、レーザビームの焦点をずらすことによって
得られるものである。焦点をずらすことによって、処理表面域が、より広い処理面積にわ
たって、より均等に加熱されるからである。これによって、結果的に、塗装がより均等に
気化し、金属板の平坦な窪みの中になだらかな輪郭の山の頂点が形成されるという形の断
面変形が得られる。所要数の断面変形を生成した後、第２の金属板を重ね合わせて、引き
続いてこの２枚の金属板を一緒に押圧し、相互に溶接する。
【００２８】
　第２の実施例においては、同じ材料であるが厚さが１．２ｍｍの金属板を用いた。この
厚さの金属板の場合は、良好な溶接線を形成するのに、２枚の金属板間の間隙を０．３ｍ
ｍまでさらに広げることが許容された。この金属板は、溶接に続いて、陰極浸漬塗装処理
を行うことが予定されているので、０．２ｍｍの最少間隙が必要である。このような理由
から、前記のレーザパラメータを若干変更した。すなわち、円周の直径を０．１１ｍｍと
し、レーザビームの処理速度を０．７ｍ／ｍｉｎとし、処理時間を３６ｍｓに延長した。
このパラメータによって、２２０μｍの高さを有し、金属板上に２００μｍ突出した断面
変形を得ることができ、所要の間隙が設定された。
【００２９】
　第３の実施例においては、厚さ１．２ｍｍの電気亜鉛めっき鋼板を２枚少し離して重ね
合わせる形のものを提供する。レーザビームの出力を３．５ｋＷ、処理速度を７ｍ／ｍｉ
ｎとし、レーザビームを、走査装置によって、処理表面域の中心の回りに周回しかつその
中心に向かって狭まっていく螺旋を描くように動かす。螺旋の初期直径は１．２ｍｍであ
り、レーザビームは５回の回転後にその中心に達する。これに要した処理時間は１００ｍ
ｓであった。外側から内側に向かう螺旋形状の動きによって、さらに一層なだらかな断面
変形が、金属板のレーザと反対側の表面上になだらかな輪郭の山の頂点の形で形成された
。所要数の断面変形を生成した後、２枚の金属板を一緒に押圧して相互に溶接した。この
場合、溶接線は少なくともいくつかの断面変形の上を通過させた。
【００３０】
　１．５ｍｍ厚さの金属板の場合は、より大きな螺旋半径１．６ｍｍが必要であり、中心
への径路については７回転が必要である。これによって、処理時間は、金属板のレーザと
は反対側の面の断面変形１個当たり１６０ｍｓに増大した。
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【００３１】
　第５の実施例においては、厚さ１．０ｍｍの電気亜鉛めっきしたＴＲＩＰ７００鋼の金
属板を用い、走査装置をその上で均等に動かし、走査装置がレーザビームを順次複数の処
理表面域に移動させた。走査装置は、金属板の表面から約３００ｍｍ離した位置に置き、
レーザの焦点は表面に合わせた。走査装置は、レーザビームを処理表面域に８ｍ／ｍｉｎ
の処理速度で導く。実際の処理表面域に到達する直前の最後の数ミクロンの位置で、レー
ザの出力を、５ｍｓの時間以内に、１．９ｋＷの基礎出力から２．２ｋＷの処理出力に増
大する。続いて、走査装置は、レーザビームを、断面変形生成のために塗装金属板の表面
上で円周状に動かす。円周の直径は１．８ｍｍである。この処理には７０ｍｓを要した。
円周径路の走査実行後、走査装置はレーザビームを次の処理表面域に移す。実際の処理表
面域から離脱すると、レーザの出力を、５ｍｓの時間以内に上記の値に低減する。溶融物
の相互作用領域内部におけるレーザビームの円周状の動きによって、すなわち、横方向及
び縦方向の成分を有する動きによって、溶融物は、加熱によって誘起される混合に加えて
、補足的に活性化されあるいはほとんど攪拌される。この結果、ＴＲＩＰ７００高張力鋼
の金属板の場合には、クレータ形状の断面変形が形成され、その「球面状の」壁面がスペ
ーサとして機能する。所要数の断面変形を生成した後、第２のＴＲＩＰ鋼金属板を重ね合
わせて、引き続いてこの２枚の金属板を一緒に押圧し、相互に溶接する。
【００３２】
　本発明による方法は、上記の実施例の実施形態において、自動車工業における塗装金属
板のレーザ溶接、特に高張力鋼のレーザ溶接に特に適していることが明らかになった。特
に、処理時間に関して大幅な利得を達成することができる。断面変形の形状が改善される
ことによって、かつ又、溶接線を断面変形の少なくとも一部分の上を通すことによって、
防食性をも改善することができる。
【００３３】
　本発明は、上記の実施例に限定されるわけではなく、さらに幅広く適用することができ
る。
【００３４】
　従って、例えば、走査装置を、ミラー系によって構成する代わりに音響光学変調器によ
って構成することが考えられる。さらに、レーザ走査器を要素表面上に導く代わりに、定
置式走査器の構成要素を動かすことも可能である。場合によっては、走査器と構成要素と
に互いに協調した動きを行わせることができる。
【００３５】
　さらに、走査装置の金属板までの距離、及び焦点をずらす程度、あるいは前記の動きの
パターンは、決定的な重要因子ではなく、必要に応じて、例えば、レーザの出力、あるい
は金属板及び／又は塗装の材料に適合させることができる。レーザの出力を、照射中補足
的に適切な方法で変化させることも有利となる場合がある。
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